
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)環境と調和する

土地開発 

  地区住民への農業助成、また
移住者の農業就業への積極的

な推進と併せ、荒廃が進む遊

休地の有効活用のために土地

の斡旋等を行うなど、農業振

興に努めています。森林の伐

採、造林、保育を行うため、国

土利用計画法に伴う１０,０００

㎡以上の土地取引について届

出を義務付け、不法な森林の

伐採、乱開発の防止等適切な

土地利用に努めています。 

 今後、定住の促進に向け、魅
力ある町として、就農希望者

が働く意欲を持てる土地の利

用や農用地の確保をするため

の施策が必要です。 

  人口減少、経済の停滞により、
森林、農地の開発圧力は低下し

ていますが、引き続き土地利用

計画に基づき、地域の活性化に

つなげる効果的な土地利用を図

ります。また、後継者不足によ

り農地や山林の荒廃が進み、公

益的機能の低下や地域経済の低

迷が懸念されるため、産業振興

や定住促進策と整合する土地利

用を進めます。 

 ①適正な土地利用の推進 
町独自の土地利用の基準を策定し、

土地の無償提供の斡旋、遊休地の無償

貸出し等を行うことで、積極的な農業

就労者の育成や農業生産収入の増加

に繋げ、移住定住人口の増加による地

域の活性化をめざします。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

紀美野町での住み良さにつ

いて「住み良い」「どちらか

といえば住み良い」と感じ

ている人の割合（％） 

    関係法令に基づき適切な

土地利用に努めます。 
 

     
     
    事業者の役割  
    関係法令に基づき適切な

土地利用に努めます。 
 現況値(H23) 目標値(H28) 

     ６３.3 ９０.０ 

      町民アンケート調査より、

土地の有効活用について

「満足」「やや満足」と回答

した人の割合（％） 

       
       
       
       現況値(H23) 目標値(H28) 

       ７.０ ２３.７ 

         

         
         

         

            
            
２)地籍調査の推進

と情報活用 
  地籍調査は、法による１０ヶ

年計画のもと、毎年度実績を

重ね、国道３７０号の改良工

事等の成果を上げていますが、

高齢による土地精通所有者の

現地未立ち合いや、現地未確

認の土地購入および書面上の

相続による現地無知状況の増

加が問題となっています。 

 地籍調査成果の維持管理と土
地情報の整備は、地理情報シ

ステムを構築し利活用と効率

化を図る必要があります。 

  土地利用と管理の基礎となる地
籍調査の早期完了をめざし、着実

な事業推進と利活用を図ります。 

 ①地籍調査の推進 
法務局管理の公図を土地所有者立

会いにより境界を確認し修正を行い

ます。 

 住民の役割  
地籍調査進捗率（％）     土地の境界について管理

をします。また、地籍調

査の早期実施を要望しま

す。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ６７.０ ７６.７ 

        

   ②地理情報システムの導入 
各関係課の意見集約を行いシステ

ム整備費補助、財源を勘案し全庁で利

用できるシステム構築を検討します。 

 事業者の役割    
    成果の適正な利用に努め

ます。 
   

      
      
        
        
        

           
           
  

第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 

１ 秩序ある土地利用と保全を進める 

第１節 土地を有効に活用し、環境と共生する 

環境の保全と防災対策を重視しながら、地区間相互の連携や町内外の交流の促進など地域活力を

生み出す土地利用を進めます。また、土地利用と管理の基礎となる地籍調査の早期完了をめざし、

着実な事業推進と利活用を図ります。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 

第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 土地を有効に利用し、環境と共生する 
第２節 安全な暮らしを確保する 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)自然の保全と管理   山林所有者の高齢化、不在村

化、材木価格の低迷により、

後継者不足が生じ、森林の荒

廃化が進んでいるため、森林

の複層化、緑の雇用事業など

に取り組んできました。しか

し、高齢化、過疎化に伴い、

里山の整備などができない状

況となっています。一方で、

町内の団体が町内各地に桜や

もみじ等を植栽し、広葉樹の

拡大に努めています。 
 水辺環境の保全についてはア
セ刈りを実施し、整備に努め

ました。 

  森林の公益的機能を維持してい
けるよう紀美野町森林整備計画

を推進します。 
 緑の募金事業や宝くじ助成事業
等を活用し、広葉樹植栽地の拡

大を実施します。 
 水辺の整備については、地域や
各種団体と協力しながら環境整

備を進めます。 

 ①森林や河川の環境保全 
森林整備計画や貴志川の環境整備

を推進し、自然環境保全に繋がるよう

取り組みます。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

自然環境に「満足」「やや満

足」と回答した人の割合

（％） 

    桜・もみじ等の植樹を行

うなど、緑化推進事業に

参画します。 

 
     
     
     事業者の役割  現況値(H23) 目標値(H28) 

     自然環境の保全に配慮し

た活動やまちづくりに取

り組みます。 

 ７１.３ ８０.０ 

      
森林整備面積（ｈａ）       

       実績値(H22) 目標値(H28) 

       １５ １６ 

         
         
         
         

            
            
２)自然との共生   地球温暖化防止のため、町で

は太陽光発電やエコカーの導

入、再生紙の利用、節電など

に努めています。しかしなが

ら、家庭における取り組み方

法は浸透していないため、地

球温暖化防止実行計画を策定

し、全町的に取り組む必要が

あります。 

  地球温暖化防止実行計画を策定
し、官民協働による取り組みを

進めます。また、世代を越えた

取り組みとするための環境学習

を進めます。 

 ①環境にやさしいまちづくり 
町の地球温暖化防止実行計画を策

定するとともに、自然環境エネルギー

の導入について検討します。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

地球環境を守るため、日常

生活の中で意識して取り組

んでいると答えた人の割合

（％） 

    環境保全に関する意識を

高め、節電などの地球温

暖化対策に取り組みます。 

 
     
     
     事業者の役割  
     環境への取り組みを効果

的、効率的に行い、事業

に伴う温室効果ガスを低

減します。 

 現況値(H23) 目標値(H28) 

      ６６.６ ９５.０ 

      太陽光発電設置費補助金の

申請累計件数（件）       
          現況値(H23) 目標値(H28) 

          ― １００ 

  

２ 町の誇りである自然環境を保全し、共生する 

町の誇りである空・山・川の豊かな自然環境の保全再生に努めるとともに、環境にやさしいまち

づくり、地球環境保全への取り組みを進め、自然と共生するまちの実現に努めます。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 

第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 土地を有効に利用し、環境と共生する 
第２節 安全な暮らしを確保する 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
３)自然の体験学習

の提供 

  町民大学講座における「地球
環境について考える講座」、

「がたろ大作戦（貴志川の大

清掃）」による環境破壊の体験

学習、山林への植栽、生石山

に生息する昆虫、植物等の体

験学習等を実施しています。 
 天文台では、天文学はもちろ
んのこと、身近な自然を教材

として、「観て、感じて、考え

る」体験学習を実施していま

す。 
 今後は、住民と行政が連携し
た活動を進める必要がありま

す。 

  住民が環境を考える場、環境問
題に気づく場を提供します。 

 河川愛護や山林保全といった取
り組みを各企業と協力して実施

します。 

 ①自然体験学習と交流活動 
世界的に環境問題が取り上げられ

ている中、住民の環境に対する意識は

高く、正しい知識を身に着ける場とし

て町民大学講座等学習の場の充実を

図ります。 

 住民の役割  自然体験学習の参加者数

（人）     自然環境に関する意識の

向上に努めます。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ４５０ １,０００ 

    事業者の役割  自然体験学習の開催件数

（件）     環境に関する普及啓発に

参画します。 
 

      実績値(H22) 目標値(H28) 

      ３ ４ 

         

         

         
         
         
         
         

            
            
４)公害の防止   水質汚濁防止のため、貴志川

水質保全対策連絡協議会およ

び紀の川水質汚濁防止連絡協

議会による監視体制の強化を

図っています。また、野焼き

については、回覧等による啓

発と直接指導をしています。 
 近年、公害問題は多様化、複
雑化しており、公害苦情の解

決に向けて保健所と連携して

監視を行うなど関係機関との

連携を図っていく必要があり

ます。 

  貴志川水質保全対策連絡協議会
および紀の川水質汚濁防止連絡

協議会による監視体制の強化を

継続します。また、地域の環境

を行政と住民が協働で守るとい

う考えのもと、美しいまちづく

りに取り組むため、ＰＲ・情報

公開を進めます。 

 ①環境監視と指導 
貴志川水質保全対策連絡協議会お

よび紀の川水質汚濁防止連絡協議会

による監視体制の強化を継続し、各種

イベントにおける水質保全等に係る

啓発活動に努めます。 

 住民の役割  
公害苦情受付件数（件）     ゴミのポイ捨てやペット

の糞尿放置の防止に取り

組みます。また、野焼き

をしません。 

 
     実績値(H22) 目標値(H28) 

     9 0 

     
環境教室等の実施回数（回）     事業者の役割  

     排水、廃棄、騒音の対策

を徹底します。 
 現況値(H23) 目標値(H28) 

   ②生活型公害の防止 
回覧等で防止の啓発を行い、苦情が

あった場合は行為者に対し指導を行

います。 

  ３ ７ 

      

        

        

        

        

 
 
 
 

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 

第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 土地を有効に利用し、環境と共生する 
第２節 安全な暮らしを確保する 

50 51 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)災害防止対策の

推進 

  地すべり防止区域等は、指定
を受けた場所から順次防止工

事を実施しています。また、

土砂災害警戒区域等の指定を

して、住民が災害から生命を

守れるように危険箇所の周知

や警戒避難体制の整備に努め

ています。今後も工事等のハ

ード対策＊と警報情報の発表

等のソフト対策＊を組み合わ

せた効果的な対策を推進して

いく必要があります。 

  災害の未然防止に取り組んでい
ますが、未施行地域については、

異常気象時の早期避難など、ソ

フト施策と一体的な取り組みを

行い、住民の生命と財産の保護

を進めます。 

 ①災害の未然防止 
大雨時の洪水防止事業や地すべり

防止対策に努めます。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

防災対策に「満足」「やや満

足」と回答した人の割合

（％） 

    危険箇所等の把握や情報

提供をします。 
 

     
      
   ②危険箇所等の周知 

地すべり、急傾斜地等危険箇所につ

いて住民への周知に努めます。 

 事業者の役割  現況値(H23) 目標値(H28) 

    危険箇所を把握し、従業

者等への周知に努めます。 
 ２９.０ ８０.０ 

     土砂災害警戒区域調査率

（％）       
       現況値(H23) 目標値(H28) 

       ３０.０ ７０.０ 

        

        

           

           

２)地域防災体制の

強化 

  自主防災組織の設立や防災行
政無線の整備、ドクターヘリ

にも活用できる緊急輸送用防

災ヘリポート、要援護者の特

性に応じた支援体制の台帳整

備など防災体制の確立を進め

てきました。しかし、現在の

状況に合わせたマニュアル作

りや、自主防災組織の活動、

住民の防災に対する意識の啓

発などの面については遅れて

いると考えられるため、早急

に取り組むことが必要です。 

  東海・東南海・南海地震や近年
における異常気象などに対する

さらなる防災体制の確立が急が

れる中、避難施設である公共施

設の整備や自主防災組織による

訓練の実施、防災に対する住民

意識の向上に努めます。 
 災害時における迅速な対応のた
めに関係機関との連携を高め、

防災訓練を実施します。 

 ①災害時の行動規定の明確化 
近年の地球温暖化により局地で集

中豪雨が発生していることなどを踏

まえ町独自の行動規定を図ります。 

 住民の役割  「防災マップづくり」に取

り組む自主防災組織の数

（件） 

    防災意識を高め、地域で

力を合わせた救援・救助

活動に備えます。 

 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

     事業者の役割  ― １７ 

   ②地域防災力の向上 
自主防災組織での訓練や講習会を

開催し減災意識を高めるとともに耐

震診断・耐震改修、家具の固定等の普

及に努めます。 

 防災意識を高め、災害時

に安全確保、業務等の早

期再開、地域への貢献に

努めます。 

 自主防災組織防災訓練参加

者数（人）      
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ３００ ４,０００ 

      
木造住宅の耐震診断率（％）        

   ③地域防災体制の整備 
避難施設である公共施設の整備や

自主防災組織による訓練の実施、防災

に対する住民意識の高揚に努めます。 

   現況値(H23) 目標値(H28) 

      ９ １６ 

           
           
            
      ④災害時の要援護者対策 

災害時における迅速な対応のため

に関係機関との連携を高め支援体制

を強化します。 

     
           
           
           
            
      ⑤国民保護対策 

紀美野町国民保護計画に基づき対

策強化に努めます。 

     
           
           
 

１ 災害に強いまちをつくる 

第２節 安全な暮らしを確保する 

防災事業箇所の選定等を検討し、関係機関への整備促進の働きかけに努めるとともに、非常時に

おける避難場所、避難経路の整備、大規模災害に備えた救援物資の備蓄など計画的な整備、さらに

自主防災組織の育成を進め、広範な町域に対応した防災体制の確立を図ります。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 

第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 土地を有効に利用し、環境と共生する 
第２節 安全な暮らしを確保する 

○用○語○解○説  
ハード対策…道路や建物等（目に見える形の物）を造る事業のこと。 

ソフト対策…情報やサービスなどの役務（形として残らない物）を提供する事業のこと。 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)消防体制の充実   消防車両や資機材を整備する

とともに、消防広域化の検討

を始めました。 
 消防職員の高齢化対策として
随時職員の採用を行っていま

す。 
 消防団、自主防災組織等の活
動支援を行ってきました。し

かし、消防団員数の減少、厳

しい地方財政の中、資機材購

入先送り等の課題に直面して

おり、消防体制の充実強化を

推進する必要があります。 

  消防広域化に向けた検討を継続
していきます。また、消防車両・

資機材の維持更新を進めるとと

もに消防水利の充実を図ります。 
 消防団、自主防災組織について
は、人員の確保、資機材の充実

を図ります。 

 ①常備消防の充実 
消防技術の高度化と多様化に対応

するため、広域消防によるスケールメ

リットを生かした消防行政の充実を

めざします。また、消防車両等の適時

更新と大規模災害に備えた消防装備

の整備に努めます。 

 住民の役割  
消防団員の数（人）     消防団活動に協力します。  

     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ５７３ ５８６ 

    事業者の役割  
無線デジタル化移行率（％）     事故防止に心がけ、地域

の消防活動に協力します。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

      ０ １００ 

   ②非常備消防の充実 
消防団の組織再編も含め団装備の

適時更新を行いつつ非常備消防力の

維持に努めます。 

     
        
        
        
         

            
            
２)火災予防の強化   防災行政無線放送やチラシ等

の啓発で、住宅用火災警報器

の設置率が向上しています。 
 立入検査や指導を強化し、住
宅や事業所などの防火対策を

向上させ、火災の未然防止お

よび火災時における延焼拡大

防止、被害の軽減を図ってい

ます。また、火災予防運動を

はじめとした各種啓発活動に

より、住民の防火意識の向上

を図り、火災発生件数の減少

に努めています。 
 今後も危険物施設や防火対象
物への立入検査を通じて、火

災予防に対する意識改革や防

火管理体制の充実を図り、総

合的防火安全対策を確立する

必要があります。 

  住宅用火災警報器設置率１００ 
%をめざします。 

 火災予防運動をはじめとした各
種啓発活動により、住民の防火

意識のさらなる向上を図りま

す。また、事業所や危険物、高

圧ガス貯蔵施設に対して立入検

査等による指導を強化し、火災

予防対策のさらなる徹底を図り

ます。 

 ①住宅用火災警報器の普及 
住宅用火災警報器の設置促進対策

を強力に推進します。 

 住民の役割  住宅用火災警報器の設置率

（％）     防火意識を高め、消火器

や住宅用火災警報器を設

置します。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

      ４１.５ １００ 

   ②防火啓発活動の推進 
防火啓発活動を継続するとともに、

立入検査等による指導を強化し、火災

発生件数の減少を図ります。 

 事業者の役割  
各種点検結果の報告率（％）     防火意識を高め、消火器

や自動火災報知設備な

ど、消防用設備の維持管

理を徹底するとともに自

衛消防訓練を実施し、防

火管理体制を充実します。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ７３.０ １００ 

      
自衛消防訓練の実施率（％）       

      現況値(H23) 目標値(H28) 

       ６７.０ １００ 

        
        
        
        
        
        
        

 
  

 

２ 消防・救急・救助体制を充実する 

常備消防、消防団の装備や体制の充実を図るとともに、火災予防、防火意識の啓発を進め、火災

のないまちをめざします。また、救急・救助体制の充実に努めるとともに、住民による応急救護、

救急協力の体制を強め、救命率を高めます。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 

第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 土地を有効に利用し、環境と共生する 
第２節 安全な暮らしを確保する 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
３)救急・救助体制の

充実 

  高規格救急車の更新整備、救
急救命士の養成、救助資機材

の整備をはじめ、医療機関等

との連携を強化し、救急・救

助体制の充実、救命率の向上

に努めています。 

 住民に対する応急手当普及講
習を実施するとともに、公共

施設等への自動体外式除細動

器（ＡＥＤ）の配備を行い、

この機器を用いた救命講習を

実施しています。 

 より高度で質の高い救急業務
が実施できるよう医療機関と

の連携をさらに高めると同時

に、非常時に町民一人ひとり

が適切な対応ができるような

地域全体での救急救助体制づ

くりが必要です。 

  本町東部地域の救急サービスを
向上させるため、今後、道路改

良はもとより多方面から検討し

ます。 

 救急隊到着までの間に町民が公
共施設に設置されたＡＥＤを利

用するなど、適切な手当を行う

ことができるように応急手当普

及講習を積極的に行います。 

 ①救急・救助体制の充実 
高規格救急自動車の更新整備、救急

救助資機材の整備や救急救命士の養

成を行い、さらなる救急救助体制の充

実に努めます。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

救急・救助体制に「満足」

「やや満足」と回答した人

の割合（％） 

    適切な救急車の利用を心

がけます。また、応急手

当普及講習会等に積極的

に参加します。 

 
     
     
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     事業者の役割  ５０.０ ６０.０ 

   ②応急手当の普及・啓発 
ＡＥＤを用いた救命講習を実施す

るなど、救急協力体制の充実を図りま

す。 

 応急手当普及講習の開催

やＡＥＤの設置などに取

り組みます。 

 
救命講習修了者数（人）      

     現況値(H23) 目標値(H28) 

      ２,５００ ４,０００ 

       
        

         

         

         

         

         

         

         

 
  

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 

第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 土地を有効に利用し、環境と共生する 
第２節 安全な暮らしを確保する 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)交通安全対策の

充実 

  地域の状況に応じた交通安全
施設の維持更新や高齢者を対

象とした交通ルール・マナー

教室、園児向けの交通安全教

室を開催しています。また、

交通安全運動期間中における

各種イベント、交通安全啓発

活動を実施し、交通事故防止

に努めました。今後も、交通

安全教育、啓発活動を推進し、

町民の交通安全意識を高めて

いく必要があります。 

  交通安全施設の整備を推進する
とともに、交通安全教育、交通

安全に対する意識の高揚、交通

安全運動を展開します。 
 事業の実施にあたっては各関係
機関と連携し､地域の実態に即

して効果的・継続的に行うとと

もに、運動の終了後においては､

運動の効果を検証､評価するこ

とにより、一層効果的な運動が

実施されるよう配慮します。 

 ①道路交通環境の改善 
道路利用者の意見を取り入れた利

用効果のある道路整備を進めます。 

 住民の役割  人口１,０００人あたりの

交通事故（人身）件数（件）     交通安全に対する高い意

識を持ち、正しいマナー

を身につけて交通ルール

を守ります。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

      ３ １ 

   ②交通安全教育 
住民一人ひとりの意識の高揚のた

めに有効な交通安全教育を開催しま

す。 

  
交通安全教室参加者数（人）     事業者の役割  

    従業員の交通安全意識の

高揚を図ります。 
 実績値(H22) 目標値(H28) 

     ２２０ ５７０ 

        
   ③啓発活動 

交通関係機関と連携のもと啓発運

動に努めます。 

     
        
         

            
            
２)防犯体制の充実   学校教育における犯罪から身

を守る方法の指導、高齢者に

対する振り込め詐欺や悪徳商

法被害防止の啓発、街頭啓発

によるひったくり防止啓発等

を行い、意識の高揚に努めて

います。 
 防犯灯設置補助、声かけ運
動・子ども見守り隊などコミ

ュニティによる活動の支援を

実施しています。 
 町民、行政、警察、学校、事
業所などが連携し、地域が一

体となって犯罪や非行のない

安全・安心なまちづくりを推

進することが求められていま

す。 

  高齢化率が高いため、振り込め
詐欺や一人暮らしの高齢者を狙

った悪徳商法対策としてより一

層の広報啓発を実施します。 
 子どもたちの登下校時の青色パ
トロール車による見守りに努め

ます。 
 地域や学校等で防犯教室・広報
啓発を実施し、町全体の防犯の

取り組みを進めます。 

 ①防犯教育・啓発 
警察署並びに各種防犯関係機関と

連携を密にし、防犯に対する教育の充

実を図ります。 

 住民の役割  防犯啓発活動の年間対象人

数（人）     防犯意識を高め、隣家同

士の声かけや子どもたち

の登下校時の見守りなど、

地域の防犯活動に参加し

ます。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ２００ ４００ 

      「かけこみ１１０番の家」

（きしゅう君の家）の登録

数（軒) 

   ②防犯活動の推進 
防犯灯設置等のハード面だけでな

く、住民の防犯意識の高揚に努め地域

コミュニティによる防犯活動を推進

します。 

  
    事業者の役割  
    関係機関や団体と連携、

協力し、防犯活動を行い

ます。 

 現況値(H23) 目標値(H28) 

     １１２ １２０ 

     
防犯灯設置基数（基）        

   ③児童・生徒の安全確保 
子ども見守り隊や声かけ運動と併

せて地域や学校での防犯教室・広報啓

発を実施し、地域全体で児童・生徒の

安全確保に努めます。 

   実績値(H22) 目標値(H28) 

      ２,０００ 

（累計） 

２,１００ 

      
        

         
 

３ 交通事故や犯罪の防止に努める 

町内における交通死亡事故件数をゼロにすることを目標に、交通安全施設の整備など道路交通環

境の改善および交通安全教育・啓発活動を進めます。また、住民の防犯意識を高め、地域ぐるみの

防犯活動を推進します。 

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 

第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 
第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 土地を有効に利用し、環境と共生する 
第２節 安全な暮らしを確保する 
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